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(57)【要約】
　バイオ分析装置を含むインターネットフォン装置及び
これを用いた遠隔医療診断サービス方法を開示する。こ
のインターネットフォン装置にバイオ分析装置が内蔵さ
れる。該インターネットフォン装置は、バイオ分析装置
から得た測定データをインターネット網を通じて遠隔医
師に送信し、該インターネット網を通じて遠隔医師から
医療サービスデータを受信して出力する。バイオ分析装
置を含むインターネットフォン装置及びこれを用いた遠
隔医療サービス方法は、効率的な遠隔医療診断を実現す
ることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有線インターネットまたは無線インターネットに連結されて、医療サービスと関連した
情報を送受信したり音声信号を送受信するためのインターネットフォンと、
　バイオチップを分析するためのバイオチップ分析装置またはバイオディスクを分析する
ためのバイオディスクドライブを含むバイオ分析装置と、
　前記インターネットフォンを通じて、遠隔医師と前記バイオ分析装置間、病院サーバー
と前記バイオ分析装置間、または遠隔医師のコンピュータと前記バイオ分析装置間の連結
を中継する遠隔医療診断サーバーと、
　バイオディスクまたは光学ディスクのローディングを可能にするトレイと、
　前記トレイにローディングされた前記バイオディスクまたは光学ディスクを回転させる
ためのモーターと、
　前記バイオ分析装置を制御する中央制御部と、
を含むインターネットフォン装置。
【請求項２】
　前記バイオチップ分析装置は、ＤＮＡチップ、ラボオンチップ、蛋白質チップ、簡易検
査キット及びテストストリップの少なくとも一つを分析する、請求項１に記載のインター
ネットフォン装置。
【請求項３】
　前記バイオチップ分析装置は、前記バイオチップのローディング／アンローディングを
可能にするスロットまたはトレイを含む、請求項１に記載のインターネットフォン装置。
【請求項４】
　前記バイオディスクまたは前記バイオチップに与えられるバーコードを読み取るための
バーコードリーダーをさらに含む、請求項１に記載のインターネットフォン装置。
【請求項５】
　前記バイオディスクまたは前記バイオチップに与えられるＲＦＩＣのＩＤ及び内容を読
み取るためのＲＦリーダーをさらに含む、請求項１に記載のインターネットフォン装置。
【請求項６】
　前記インターネットフォン装置にソフトウェアの形態で常駐し、
　前記バイオ分析装置の使用方法に対する案内及び指示をユーザーに提供する案内部と、
測定されたデータを数学的計算により自体分析して診断結果を出力する診断部と、から構
成された仮想医師をさらに含む、請求項１に記載のインターネットフォン装置。
【請求項７】
　前記ＲＦリーダーは、
　前記バイオチップまたはバイオディスクを認証したり個人暗号化するための認証部と、
　前記バイオディスクまたは前記バイオチップの測定データを前記ＲＦＩＣに記録するた
めの記録部と、
を含む、請求項５に記載のインターネットフォン装置。
【請求項８】
　前記記録部は、前記仮想医師または前記遠隔医師により過去になされた過去診断結果の
累積された履歴を、前記遠隔医療診断サーバーから受信して前記ＲＦＩＣに保存する、請
求項７に記載のインターネットフォン装置。
【請求項９】
　前記バイオ分析装置から得た測定データ、及びバイオ分析装置のバージョン、製造日及
び製品ＩＤからなる群より選択された製品情報を保存するためのメモリー部をさらに含む
、請求項１に記載のインターネットフォン装置。
【請求項１０】
　前記メモリー部に保存されたバイオ分析装置の製品ＩＤは、前記バイオ分析装置の製品
認証のためにインターネット網を通じて遠隔医療診断サーバーに提供される、請求項９に
記載のインターネットフォン装置。
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【請求項１１】
　前記バイオディスクまたはバイオチップは、前記製品認証に通過したバイオ分析装置に
より認証される、請求項１０に記載のインターネットフォン装置。
【請求項１２】
　遠隔通信のためのローカルサーバー、ホームネットワークシステムまたは家電機器と連
動するホームネットワークシステムへの連結を可能にするインターフェース部をさらに含
む、請求項１に記載のインターネットフォン装置。
【請求項１３】
　有線接続手段または無線接続手段を通じて連結されて、前記バイオ分析装置を制御する
ためのグラフィックユーザーインターフェース（ＧＵＩ、Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉ
ｎｔｅｒｆａｃｅ）を提供するユーザーコンピュータをさらに含む、請求項１に記載のイ
ンターネットフォン装置。
【請求項１４】
　前記接続手段は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、赤外線通信
、ＲＦ通信、有／無線インターネット、有／無線インターネットを提供する固定装置、ブ
ルトゥース（ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）からなる群より選択される、請求項１３に記載のイン
ターネットフォン装置。
【請求項１５】
　前記インターネットフォン装置に内蔵されたり、前記インターネットフォン装置と前記
有／無線接続手段を通じて連結されて通信する診療装置をさらに含む、請求項１３に記載
のインターネットフォン装置。
【請求項１６】
　前記診療装置は、医療診療に使用できる体温計、血圧計、カメラ、聴診器、体脂肪測定
器、動脈硬化診断器、超音波画像診断器、小便検査装置、脈拍計、血糖測定器、採血装置
、心電図計、Ｘ－Ｒａｙ装置、酸素飽和度検査装置、認知症検査装置、ＣＡＴ（Ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒｉｚｅｄ　Ａｘｉａｌ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置、ＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉ
ｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）装置、カプセル内視鏡、拡大鏡、カメラ付き
拡大鏡、医療計測機器、生体信号感知装置、生体信号（糖尿、肥満、血圧、脈拍、心電図
、体温など）測定機能を有するバイオシャツのうち少なくとも一つを含む、請求項１５に
記載のインターネットフォン装置。
【請求項１７】
　前記ＧＵＩは、遠隔医師に前記バイオ分析装置の制御権を譲渡するための制御権譲渡ボ
タンを含む、請求項１５に記載のインターネットフォン装置。
【請求項１８】
　前記ＲＦＩＣまたは前記遠隔医療診断サーバーから情報を読み出し、前記バイオ分析装
置にローディングされたバイオディスクまたはバイオチップの種類、バージョン、製造日
及び有効期間と、疾病診断項目と、使用上の注意事項と、履歴管理項目の詳細内訳と、医
療データと、次の検診日からなる群より選択された情報をユーザーに提供する医療情報読
取り部をさらに含む、請求項５に記載のインターネットフォン装置。
【請求項１９】
　前記バイオ分析装置にローディングされたバイオディスクまたはバイオチップのＲＦＩ
Ｃから読み取られた製品ＩＤあるいは製品シリアル番号を遠隔医療診断サーバーに送出し
、前記製品ＩＤあるいは製品シリアル番号に該当する情報を遠隔医療診断サーバーから受
信し、製品の種類、バージョン、製造日及び有効期間と、疾病診断項目と、使用上の注意
事項と、履歴管理項目の詳細内訳と、医療データと、次の検診日からなる群より選択され
た情報をユーザーに提供する情報アクセス部をさらに含む、請求項５に記載のインターネ
ットフォン装置。
【請求項２０】
　遠隔医師及び仮想医師により提供される診断結果及び前記遠隔医師のＩＤは、前記ＲＦ
ＩＣに保存される、請求項５に記載のインターネットフォン装置。
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【請求項２１】
　前記中央制御部は、前記バイオ分析装置のオン／オフ動作を制御したり、バイオ分析装
置の動作状況を表示したり、バイオ分析装置の測定データを数値またはグラフの形式で表
示したり、仮想医師または遠隔医師による遠隔医療診断サービスをユーザーに提供したり
、ユーザー認識部により会員認証を行う、請求項１に記載のインターネットフォン装置。
【請求項２２】
　前記中央制御部は、定期検診を前記遠隔医師により義務的に行い、定期検診以外の期間
には、前記仮想医師により測定データを自体分析して、診断結果を患者または前記遠隔医
療診断サーバーに通報するホッピング医療診断サービス部をさらに含む、請求項６に記載
のインターネットフォン装置。
【請求項２３】
　前記ホッピング医療診断サービス部は、定期検診がなされなかった場合、または前記定
期検診期間が経過した場合、前記仮想医師による検診を中止する、請求項２２に記載のイ
ンターネットフォン装置。
【請求項２４】
　再生ボタン、停止ボタン、探索ボタンから構成された群より選択された一つ以上のボタ
ンをさらに含む、請求項１に記載のインターネットフォン装置。
【請求項２５】
　前記バイオ分析装置の動作を制御するための分析開始ボタン、分析停止ボタン、電源オ
ン／オフ（ｏｎ／ｏｆｆ）ボタン、イジェクトまたはアンローディングボタン、遠隔転送
ボタン、診断結果確認ボタン、課金内訳確認ボタン、及び決済承認ボタンから構成された
群より選択された一つ以上の機能選択ボタンをさらに含む、請求項１に記載のインターネ
ットフォン装置。
【請求項２６】
　前記中央制御部は、サンプル感知部、バイオディスク有効性検査部、バイオチップ有効
性検査部、分析中断処理部からなる群より選択された一つ以上を含む、請求項１に記載の
インターネットフォン装置。
【請求項２７】
　ＩＰＴＶ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）のセットト
ップボックスをさらに含む、請求項１に記載のインターネットフォン装置。
【請求項２８】
　請求項１乃至１５項によるインターネットフォン装置を提供し、
　前記バイオ分析装置または診療装置を用いて測定データを獲得し、
　前記遠隔医療診断サービスに関連するプログラムをユーザーコンピュータに設置し、
　遠隔医療サービスを提供する遠隔医師または仮想医師に接続し、
　前記測定データを前記遠隔医師あるいは遠隔医療診断サーバーに転送すること、
を含む遠隔医療サービス方法。
【請求項２９】
　前記測定データを前記遠隔医師により分析し、診断結果をメッセージ伝達手段を通じて
ユーザーに知らせ、
　遠隔医師または遠隔医療診断サーバーにより定期検診日を前記インターネットフォン装
置に知らせ、
　前記バイオディスクの製品ＩＤまたはバイオディスクドライバの製品ＩＤを読み取り、
　前記製品ＩＤを前記遠隔医療診断サーバーに転送して製品ＩＤ認証をし、
　前記製品ＩＤに対応するプロトコル及び分析アルゴリズムを含む駆動ソフトウェアをイ
ンターネット網を通じてダウンロードして前記インターネットフォン装置をアップグレー
ドし、
　前記測定データをグラフィックユーザーインターフェース画面上に表示し、
　遠隔医師に前記インターネットフォン装置に対する制御権を譲渡し、
　前記測定データと前記仮想医師による診断結果を保存したり遠隔医療診断サーバーに転
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送し、
　ホッピング医療診断サービスのスケジュールを表示すること、
からなる群より選択された少なくとも一つをさらに含む、請求項２８に記載の遠隔医療サ
ービス方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バイオ物質分析が可能なインターネットフォンに係り、特に、バイオ物質を
分析するためのバイオ分析装置を含むインターネットフォン装置及びこれを用いた遠隔医
療サービス方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットフォンは、新しい方式の電話サービスを提供するもので、電話機が、電
話線の代わりに、全世界的なインターネット線に連結され、インターネットサービスプロ
バイダ（ＩＳＰ、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）により運用さ
れるインターネットベースの音声通信網を形成する。インターネットフォンは、有／無線
インターネットが可能であり、通常、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅ
ｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）フォンと呼ばれ
るフォンである。このようなインターネットフォンでは、アナログ音声信号がデジタルデ
ータ信号に変換されてインターネットデータのような形態で相手側に転送されるから、音
声はデータとして認識されてインターネットデータと同様に処理される。しかしながら、
従来のインターネットフォンは、バイオ物質を分析できないだけでなく、遠隔医療診断サ
ービスも提供できない。従来の遠隔医療分析方法によれば、患者は、ユーザーコンピュー
タに連結されたインターネット網を通じて医師と接触することができる。しかし、従来の
遠隔医療分析方法は、インターネット網に接続されたユーザーコンピュータを必要とし、
ユーザーコンピュータに診療装置を連結しなければならない。
【０００３】
　従来遠隔医療診断方法によれば、様々な種類の診断をするためには、診療装置が入出力
端子を通じてユーザーコンピュータに連結されなければならず、それらの診療装置の線が
マウス及びキーボードの線と絡まり、ユーザーインターフェースが複雑になる結果を招く
。したがって、遠隔医療診断方法を商用化し且つ效率的に行うためには、患者が家でも容
易に使用できるようなユーザーインターフェースを提供する診療装置が要求される。すな
わち、従来の遠隔医療診断方法では、ユーザーコンピュータの入出力端子に聴診器、温度
計、イメージセンサー、超音波検査装置、血液分析装置などのような複数個の診療装置を
連結して使用しなければならない。なお、ユーザーは、診療装置を使用した後には、それ
らの診療装置をユーザー装置の入出力端子から分離して保管しなければならず、面倒だっ
た。そうしないと、診療装置の線がマウス及びキーボードの線に絡まってコンピュータの
周辺環境を複雑にさせ、ユーザーに不便を招くことにつながる。その結果、遠隔医療診断
を行うユーザーの環境が混雑になる。したがって、バイオ分析装置をインターネットフォ
ンに内蔵することによって、診断結果をインターネットフォンの表示装置を介して表示し
たり、バイオ分析装置の測定データを直接、インターネットフォンから遠隔医師、病院サ
ーバー、あるいは遠隔医師のコンピュータとインターネットフォン装置との連結を中継す
る遠隔医療診断サーバーに転送したりすることによって、遠隔医療診断を効率的に行うこ
とができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一側面によれば、本発明の目的は、バイオ物質を分析するためのバイオ分析装置付きイ
ンターネットフォン及びこれを用いた遠隔医療サービス方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本明細書において、“バイオディスク（ｂｉｏｄｉｓｃ）”とは、核酸混成分析装置、
バイオ物質分析装置、個別化医薬（ｐｅｒｓｏｎａｌｉｚｅｄ　ｍｅｄｉｃｉｎｅ）のた
めの患者の体質分析装置、小便分析装置、血液分析装置、環境汚染（大気汚染、水質汚染
、食中毒）分析装置、生化学分析装置または免疫学的分析装置のような各種の診断分析装
置に適用できるようにラボオンチップ（ｌａｂ　ｏｎ　ａ　ｃｈｉｐ）が集積されたバイ
オディスク、デジタルバイオディスク、薄膜化学分析装置、またはバイオディスクに搭載
された半導体メモリーを有するバイオメモリーディスクを含むことができる。
【０００６】
　“バイオディスクドライブ”とは、バイオディスクのローディング、挿入、搭載、分離
または一体化を許容することによってバイオディスクの駆動を制御し、そのデータを測定
及び分析する機器のことをいう。
【０００７】
　“バイオチップ”は、ＤＮＡチップ、ラボオンチップ、蛋白質チップ（Ｐｒｏｔｅｉｎ
　ｃｈｉｐ）、簡易検査キット（Ｒａｐｉｄ　ｔｅｓｔ　Ｋｉｔ）またはテストストリッ
プ（Ｔｅｓｔ　ｓｔｒｉｐ）を含むが、これらに限定されるものではない。
【０００８】
　“バイオチップ分析装置”とは、バイオチップのローディング、挿入、搭載、分離また
は一体化を許容することによって、データを測定し、そのデータの結果を判定する機器の
ことをいう。
【０００９】
　“バイオ分析装置”とは、バイオディスクドライブ及び／またはバイオチップ分析装置
を含む。
【００１０】
　“診療装置”とは、医療診療に使用される体温計、血圧計、カメラ、聴診器、体脂肪測
定器、動脈硬化診断器、超音波画像診断器、小便検査装置、脈拍計、血糖測定器、採血装
置、心電図計、Ｘ－Ｒａｙ装置、酸素飽和度検査装置、認知症検査装置、ＣＡＴ（Ｃｏｍ
ｐｕｔｅｒｉｚｅｄ　Ａｘｉａｌ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置、ＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔ
ｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）装置、カプセル内視鏡、拡大鏡、カメラ付
き拡大鏡、医療計測機器、生体信号感知装置、及び生体信号（糖尿、肥満、血圧、脈拍、
心電図、体温など）を測定する機能を有するバイオシャツを含む。
【００１１】
　“仮想医師”とは、インターネットフォンにソフトウェアとして常駐する医師のことで
あり、ユーザーにバイオ分析装置の使用方法を案内及び指示したり、測定されたデータを
数学的計算により自体分析して診断結果を出力する。
【００１２】
　本発明の一実施例よれば、有線または無線インターネットに連結されて医療サービスと
関連した情報または音声信号を送受信するインターネットフォン、バイオディスクまたは
光学ディスクのローディングを許容するトレイ（ｔｒａｙ）、該トレイにローディングさ
れたバイオディスクまたは光学ディスクを回転させるモーター、及び該モーターを制御す
るバイオディスクドライブを含む、インターネットフォン装置を提供する。
【００１３】
　本発明の一実施例によれば、インターネットフォン装置は、有線または無線接続手段を
通じて連結され、該インターネットフォン装置に内蔵されたバイオ分析装置を制御するた
めのグラフィックユーザーインターフェース（ＧＵＩ、Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ）を提供するユーザーコンピュータをさらに含むことができる。
【００１４】
　本発明の一実施例によれば、インターネットフォン装置は、有線または無線接続手段を
通じて連結され、上記バイオ分析装置に対するグラフィックユーザーインターフェース（
ＧＵＩ）画面を提供するモニタをさらに含むことができる。
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【００１５】
　上記接続手段は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、赤外線通信
、ＲＦ通信、有／無線インターネット、有無線インターネットを提供する固定装置、及び
ブルトゥース（ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）からなる群より選択される。上記ユーザーコンピュ
ータは、上記バイオ分析装置を駆動及び制御するために、上記接続手段を通じて制御命令
をインターネットフォン装置に転送する。
【００１６】
　上記インターネットフォン装置は、バイオチップまたはバイオディスク上のバーコード
を読み取るためのバーコードリーダーをさらに含むことができる。好ましくは、上記バー
コードは、上記バイオディスク及びバイオチップの製品ＩＤを含む。
【００１７】
　上記インターネットフォン装置は、動物ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、または上記診療装置、バイオチップまたはバイオディ
スク上のＲＦＩＣのＩＤ及びその内容を読み取るためのＲＦＩＤリーダーをさらに含むこ
とができる。
【００１８】
　上記ＲＦＩＤリーダーは、上記診療装置、バイオチップまたはバイオディスクを認証す
るための認証部、測定データをＲＦＩＣに記録するための記録部を備えることができる。
【００１９】
　本発明によれば、好ましくは、仮想医師あるいは遠隔医師によりなされた過去診断結果
の累積された履歴を、上記遠隔医療診断サーバーから受信して上記ＲＦＩＣに保存する。
【００２０】
　本発明によれば、会員登録及び認証手順で使用されるパスワード（個人ＩＤ及び個人パ
スワード）が上記ＲＦＩＣに保存されることで、上記バイオディスク及びバイオチップが
個人的に暗号化できる。
【００２１】
　また、上記パスワード（個人ＩＤ及び個人パスワード）は、遠隔医療診断サーバーに転
送されて保存される。好ましくは、上記パスワードは、ＧＵＩあるいはインターネットフ
ォンを通じて遠隔医療診断サーバーに接続する時に用いられる。
【００２２】
　動物ＲＦＩＤは、動物の体内に注入されたり皮膚に付けられ、各動物の固有識別番号を
含む。上記ＲＦＩＤ及びＲＦＩＣは、ＩＳＯ １１７８４及びＩＳＯ １１７８５のような
周知の国際標準、またはその修正に基づいてなされる。暗号化された個人情報及び製品Ｉ
ＤがＲＦＩＣに保存されるので、非承認の者がバイオディスク及びバイオディスクの情報
を使用することは不可能である。
【００２３】
　また、動物の種、年齢、原産地などに関する情報が、上記ＲＦＩＤに付けられたタグに
記録され、よって、これらの情報を無線ＲＦＩＤリーダーにより認識することができる。
動物の履歴を動物ＲＦＩＤを用いて追跡できるので、狂牛病、口蹄疫、鳥類毒感などのよ
うな動物疾病が発生した時、その動物の防疫に対する効果的な対策を早い時間で取ること
ができる。動物の飼育、屠殺及びその肉の処理及び加工に関する情報を得ることができ、
消費者への正確な提供が可能である。上記動物ＲＦＩＤは、農産物及び食品履歴追跡シス
テムにも適用可能であり、消費者に食品に対する正確な情報を提供することができる。
【００２４】
　上記インターネットフォン装置は、上記バイオ分析装置から得た測定データ、及びバイ
オ分析装置のバージョン、製造日、及び製品ＩＤからなる群より選択された製品情報を保
存するメモリー部をさらに含むことができる。該メモリー部に保存された測定データは、
ハードディスクドライブ（ＨＤＤ、ｈａｒｄ　ｄｉｓｃ　ｄｒｉｖｅ）に転送されて保存
されてもよく、遠隔医師または遠隔医療診断サーバーに転送されてもよい。
【００２５】
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　上記メモリー部に保存されたバイオ分析装置の製品ＩＤは、上記バイオ分析装置の製品
認証のために、インターネット網を通じて遠隔医療診断サーバーに提供される。すなわち
、遠隔医療診断サーバーは、上記製品ＩＤをデータベースに保存された真正商品ＩＤと比
較することによって上記バイオ分析装置の製品認証を行う。
【００２６】
　上記製品ＩＤの認証に失敗した場合、上記バイオ分析装置の動作がなされないことが好
ましい。
【００２７】
　本発明によれば、バイオディスクまたはバイオチップは、製品認証に通過したバイオ分
析装置により認証されることが好ましい。この場合、ＲＦＩＣリーダーは、オフライン（
ｏｆｆ－ｌｉｎｅ）連結またはインターネット連結にかかわらず、上記バイオディスクま
たはバイオチップ上のＲＦＩＣから製品情報を読み取って、バイオディスクまたはバイオ
チップを認証する。
【００２８】
　上記製品ＩＤは、製品のシリアル番号でよく、認証に失敗したバイオ分析装置は、上記
遠隔医療診断サーバーから駆動ソフトウェアをダウンロードできず、動作しないことがあ
る。
【００２９】
　上記インターネットフォン装置は、バイオ分析装置の製品ＩＤに対応する駆動ソフトウ
ェアを自動ダウンロードしてアップグレードされる。上記インターネットフォン装置は、
上記バイオディスク上のバーコード情報、上記バイオディスクの製品ＩＤ、上記バイオ分
析装置の製品ＩＤ、動物ＲＦＩＤまたは測定データを、インターネットを通じて遠隔地医
療診断サーバーに転送することができる。また、上記インターネットフォン装置は、動物
ＲＦＩＤを動物ＲＦＩＤ管理サーバーに転送することによって当該動物の身分認証を行う
動物認識ソフトウェアをさらに含むことができる。上記インターネットフォン装置は、遠
隔通信のためのローカルサーバー、ホームネットワークシステムまたは家電機器と連動す
るホームネットワークシステムへの連結を可能にするインターフェース部をさらに含んだ
り、またはこれらのサーバーとシステムをさらに含むことができる。また、上記インター
ネットフォン装置は、上記接続手段により診療装置に連結され、診療装置から得られた患
者に関する診療データを遠隔医師に転送することができる。
【００３０】
　また、上記インターネットフォン装置は、上記接続手段を通じてマウス、及びＧＵＩ画
面を提供するモニタに連結され、マウスを移動及びクリックすることによって、ＧＵＩ画
面上に表示されたメニューを選択し、上記バイオ分析装置を駆動及び制御する。上記イン
ターネットフォン装置は、バイオディスクまたはバイオチップがサンプルなくバイオ分析
装置にローディングされた場合、上記バイオディスクまたはバイオチップを自動でイジェ
クトまたはアンローディングするようとの命令を転送したり、警告メッセージをユーザー
に送るサンプル感知部をさらに含むことができる。上記インターネットフォン装置は、バ
イオドライブによりバイオディスクが認識されない、既に使用したバイオディスクがロー
ディングされる、またはバイオディスクの有効期間が経過した場合、バイオ分析装置から
バイオディスクを自動でイジェクトまたはアンローディングするようとの命令を転送した
り、警告メッセージをユーザーに送ったりするバイオディスク有効性検査部をさらに含む
ことができる。
【００３１】
　上記インターネットフォン装置は、バイオチップによりバイオディスクが認識されない
、既に使用したバイオチップがローディングされる、バイオチップの有効期間が経過した
場合、バイオ分析装置からバイオチップを自動でイジェクトまたはアンローディングする
ようとの命令を転送したり、警告メッセージをユーザーに送ったりするバイオチップ有効
性検査部をさらに含むことができる。上記インターネットフォン装置は、バイオディスク
またはバイオチップによるサンプル分析中に、ユーザーがバイオディスクまたはバイオチ
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ップのアンローディングまたは分析中断を要求する場合、当該分析を継続して進行する、
警告メッセージをユーザーに送る、またはログイン情報（個人ＩＤ及びパスワード）を要
求する分析中断処理部をさらに含むことができる。すなわち、該分析中断処理部は、パス
ワードが正しいため、ユーザーによるバイオディスクまたはバイオチップのアンローディ
ングまたは分析中断の要求を受け入れる場合、及びバイオディスクまたはバイオチップに
よるサンプル分析中に、ユーザーがバイオディスクまたはバイオチップのアンローディン
グまたは分析中断を要求する場合、バイオ分析装置からバイオディスクまたはバイオチッ
プをイジェクトまたはアンローディングするようとの命令を転送する。また、パスワード
によりバイオディスクまたはバイオチップの分析が中断された場合、この分析中断事実は
、上記ＲＦＩＣに保存される履歴管理項目に含まれたり、遠隔医療診断サーバーに保存さ
れたりすることができる。
【００３２】
　上記バイオ分析装置は、遠隔医師に制御権の譲渡がなされた場合、遠隔医師により実時
間制御されてよい。遠隔医師によりバイオ分析装置が実時間で制御されることが可能であ
るから、バイオ分析装置に慣れていないユーザーにも、遠隔医師が容易に医療サービスを
提供することができる。上記の“制御権の譲渡”とは、インターネットフォン装置の遠隔
制御権を遠隔医師に渡すことを指す。したがって、バイオ分析装置の遠隔制御権を獲得し
た遠隔医師は、上記ＧＵＩあるいは上記バイオ分析装置の動作を制御したり、バイオ分析
装置の動作を制御するためにインターネットフォン装置に命令を直接転送したり、または
このようなバイオ分析装置の動作を実時間でモニタしたりすることができる。
【００３３】
　上記インターネットフォン装置は、上記バイオ分析装置の遠隔制御権を遠隔医師に譲渡
するための制御権譲渡ボタンをさらに含むことができる。上記バイオディスクは、疾病診
断分析装置、核酸混成分析装置、バイオ物質分析装置、個別化医薬（ｐｅｒｓｏｎａｌｉ
ｚｅｄ　ｍｅｄｉｃｉｎｅ）のための患者の体質分析装置、小便分析装置、血液分析装置
、環境汚染分析装置、生化学分析装置、及び免疫学的分析装置からなる群より選択された
一つ以上の装置を含むことができる。例えば、バイオディスクは、核酸混成分析装置、バ
イオ物質分析装置、個別化医薬のため患者の体質分析装置、小便分析装置、血液分析装置
、環境汚染（大気汚染、水質汚染、食中毒）分析装置、生化学分析装置または免疫学的分
析装置のような各種の診断分析装置に適用できるようにラボオンチップ（ｌａｂ　ｏｎ　
ａ　ｃｈｉｐ）が集積されたバイオディスク、デジタルバイオディスク、薄膜化学分析装
置、またはバイオメモリーディスクを含むことができる。
【００３４】
　上記バイオディスクは、ラボオンチップに必須な流体の流れを制御するためのバルブと
、生体物質、環境検査対象物質のようなバイオ物質を分析するための分析装置と、を含む
。また、該バイオ分析装置は、ＥＬＩＳＡ（Ｅｍｚｙｍｅ－Ｌｉｎｋｅｄ　Ｉｍｍｕｎｏ
ｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｓｓａｙ）分析方法が採用されたラボオンチップ、ラピッドテスト（
Ｒａｐｉｄ　ｔｅｓｔ）方法が採用されたラボオンチップ；食中毒菌、残留抗生剤、残留
農薬、遺伝子変形食品、空気汚染、水質汚染、食品アレルギー、親子確認（ｐａｔｅｒｎ
ｉｔｙ）、肉の種類及び原産地を検査するためのラボオンチップ；及び、流体内の少量の
バイオ物質または化学物質を診断及び探知する小型または薄膜分析装置を含む。
【００３５】
　上記バイオ分析装置は、血液、尿またはバイオ物質を定性、定量分析して、癌、血糖、
血液型、体脂肪、肥満、血の粘度（Ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ）、血圧、心血管疾患、血中酸素
飽和度、個別化医薬のための患者の体質、アルツハイマー、認知症（ｄｅｍｅｎｔｉａ）
、肝臓疾患、心筋硬塞、ＡＩＤＳ、環境汚染、性病、妊娠、遺伝子、コレステロール、Ｇ
ＯＴ、ＧＰＴなどの各種疾病に関連した検査を行うことができる。例えば、水質汚染は、
水中の重金属汚染、大腸菌濃度などを分析することによって測定される。有機水銀、シア
ン化合物、有機リン、カドミウム、ヒ素、フェノール、銅、鉛及びクロムによる汚染が分
析されることで、重金属汚染を測定する。空気中のＳＯ２、埃（ＴＳＰ）、一酸化炭素（
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ＣＯ）、二酸化窒素（ＮＯ２）、炭化水素（ＨＣ）、オゾン（Ｏ３）、鉛（Ｐｂ）などの
含有量が、大気汚染分析のために測定される。尿の分析において、上記バイオ分析装置は
、白血球（Ｌｅｕｃｏｃｙｔｅ）、血液、蛋白質、ニトレート（Ｎｉｔｒｉｔｅ）、ｐＨ
、比重（Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｇｒａｖｉｔｙ）、グルコース、ケトン、アスコルビン酸（
Ａｓｃｏｒｂｉｃ　ａｃｉｄ）、ウロビリノーゲン（Ｕｒｏｂｉｌｉｎｏｇｅｎ）、ビリ
ルビン（ｂｉｌｉｒｕｂｉｎ）体脂肪、血圧を分析する。
【００３６】
　上記バイオ物質は、ＤＮＡ、オリゴヌクレオチド、ＲＮＡ、ＰＮＡ、リガンド（ｌｉｇ
ａｎｄ）、受容体（ｒｅｃｅｐｔｏｒ）、抗原、抗体、牛乳、尿、唾液（ｓａｌｉｖａ）
、髪の毛、農作物サンプル、野菜サンプル、肉類サンプル、魚類サンプル、鳥類サンプル
、汚水（汚染された水）、家畜サンプル、食品サンプル、食材、保管飲食、口腔細胞、組
織サンプル、精液、蛋白質またはその他生体物質からなる群より選択されてよい。また、
上記バイオディスクは、ラボオンチップのためのプロトコル、分析アルゴリズム、分析（
ａｓｓａｙ）のための標準制御値、分析サイトに関する位置情報、生物情報学（ｂｉｏｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ）情報、自己診断（ｓｅｌｆ　ｄｉａｇｎｏｓｉｓ）に関する情報
、バイオディスクドライバソフトウェア、及び患者のための臨床分析に関する教育情報、
診断結果によって患者を遠隔地の医師または病院と通信可能にする各種ウェブサイトとリ
ンク、暗号化された個人情報、履歴などを保存するために、メモリー内蔵型ＲＦＩＣ（ま
たは電子タグ）を含むことができる。上記インターネットフォン装置は、上記ＲＦＩＣ及
び遠隔医療診断サーバーから情報を読み出し、バイオ分析装置にローディングされたバイ
オディスクまたはバイオチップの種類、バージョン、製造日、有効期間と、疾病診断項目
と、使用上の注意事項と、履歴管理項目の詳細内訳と、医療データと、次の検診日からな
る群より選択された情報をユーザーに提供する医療情報読取り部をさらに含むことができ
る。
【００３７】
　他の側面によれば、本発明のインターネットフォン装置は、バイオ分析装置にローディ
ングされたバイオディスクまたはバイオチップのＲＦＩＣから読み取られた製品ＩＤある
いは製品シリアル番号を遠隔医療診断サーバーに送出し、該製品ＩＤあるいは製品シリア
ル番号に該当する情報を遠隔医療診断サーバーから受信し、製品の種類、バージョン、製
造日及び有効期間と、疾病診断項目と、使用上の注意事項と、履歴管理項目の詳細内訳と
、医療データと、次の検診日とからなる群より選択された情報をユーザーに提供する情報
アクセス部をさらに含むことを特徴とする。すなわち、該情報アクセス部は、既に使用さ
れたバイオディスクまたは既に使用されたバイオチップがバイオ分析装置にローディング
される時、医療データ、履歴管理項目の詳細内訳及び次の検診日のような、上記ＲＦＩＣ
から読み取られた情報を、オンラインを通じてユーザーに提供する。
【００３８】
　情報へのアクセスを許容するために、上記情報アクセス部は、遠隔医療診断サーバーに
保存されているパスワードに対するパスワード認証手順を行う。上記履歴管理項目の詳細
内訳は、過去検診結果、過去病歴及び追跡管理内容を含むことができる。
【００３９】
　上記ＲＦＩＣには、遠隔医師及び仮想医師により提供される診断結果及びその遠隔医師
のＩＤが保存される。
【００４０】
　したがって、上記遠隔医師のＩＤに基づき、遠隔医療診断を行った医師を知ることがで
きる。上記バイオディスクドライブは、上記バイオディスクのローディング、挿入、搭載
、分離または一体化を許容することによって、該バイオディスクを駆動及び制御し、反応
結果を測定及び分析する機器を含む。したがって、上記インターネットフォン装置は、バ
イオ分析装置内に設置された光学測定装置、電気化学測定装置、蛍光測定装置、インピー
ダンス測定装置またはイメージセンサー装置を含む変換器と結合された探知装置（ｄｅｔ
ｅｃｔｏｒ）またはバイオセンサーを用いて上記バイオディスクの分析サイト（ａｓｓａ
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ｙ　ｓｉｔｅ）からデータを測定及び分析することができる。この分析された情報がデジ
タル情報としてインターネット網を通じて送受信されてよく、これにより医師及び患者に
遠隔医療診断サービスを提供することができる。具体的に、上記インターネットフォン装
置は、上記バイオ分析装置の動作のオン／オフ（Ｏｎ／Ｏｆｆ）を制御したり、バイオ分
析装置の動作状況を表示したり、測定されたデータを数値またはグラフ形式で表示したり
、仮想医師または遠隔医師による遠隔医療診断サービスを提供したり、ユーザー認識部に
よりユーザーが認証されたのちインターネットを通じて医療診断サービスをユーザーに提
供したり、ホッピング（ｈｏｐｐｉｎｇ）医療診断サービスを提供したりすることができ
る。上記仮想医師は、インターネットフォン装置にソフトウェアとして常駐するもので、
上記バイオ分析装置の使用方法を案内または指示する案内部と、測定されたデータを数学
的計算によって自体分析して診断結果を出力する診断部と、を含む。
【００４１】
　上記診断部は、（ｉ）バイオ分析装置の測定データを数学的計算によって分析して得ら
れた診断結果を、数値形式、グラフ形式または上－中－下のレベルを持つ階段形式として
現在の測定データをカットオフレベルと対比して医療サービス窓に表示したり、（ii）診
断結果をメッセージ伝達手段を用いてユーザーに通知したり（iii）上記診断結果を上記
ＲＦＩＣに記録したり（ｉｖ）上記診断結果を遠隔医療診断サーバーに保存したりする機
能を有することができる。好ましくは、上記インターネットフォン装置は、遠隔医師との
遠隔診断を通じて定期的検診のみを義務的に行い、定期的検診期間以外の場合は、仮想医
師が測定データを自体分析して診断結果を患者または遠隔医療診断サーバーに通報するホ
ッピング医療診断サービス部をさらに含むことができる。
【００４２】
　該ホッピング医療診断サービス部は、定期的検診がなされなかった場合、またはあらか
じめ定められた定期検診期間が過ぎた場合、仮想医師による検診が中止されるようにイン
ターネットフォン装置を制御する。すなわち、仮想医師による検診を受けるためには、必
ず、ユーザーは遠隔医師との定期検診を行わなければならない。該ホッピング医療診断サ
ービス部は、定期的検診期間でなくても、ユーザーが希望する場合、仮想医師により異常
状態が検出された場合、仮想医師による診断サービスが一定回数以上行われた場合、また
は患者が遠隔医師から最後に遠隔医療診断サービスを受けてから一定期間（例：６ケ月）
が経過した場合は、義務的に医師との遠隔診断を行うホッピング医療診断サービス機能を
有する。義務定期検査（定期検診）間隔、仮想医師による連続サービスの制限回数または
カットオフレベルのようなホッピング医療診断サービスの詳細内訳は、患者の過去病歴、
患者の現在病歴、医師の所見、性別、年齢、疾病によって変わることがあり、好ましくは
、医師により決定されるとよい。
【００４３】
　初期会員登録時には、上記ホッピング医療診断サービスの詳細内訳が初期値（ｄｅｆａ
ｕｌｔ）に設定されてよく、遠隔医療診断サービス終了の度に医師が診断結果に基づいて
変更することができる。このホッピング医療診断サービスにおいて義務定期検査（定期検
診）間隔は６ケ月でよく、仮想医師による連続診断サービスの制限回数は１０回～３０回
でよい。上記ユーザー認識部は、パスワード認識装置または指紋認識装置を含むことがで
きる。好ましくは、指紋認識ソフトウェアが自動でユーザーを認証するのに用いられてよ
い。上記インターネットフォン装置は、ユーザーコンピュータの電源がオフになっても、
当該インターネットフォン装置の電源のみをオン（ｏｎ）状態にしてバイオディスクドラ
イブを駆動させることでバイオディスクあるいは光学ディスクを動作させることができる
。上記インターネットフォン装置は、上記バイオ分析装置の電源オン／オフボタン、光学
ディスクのための再生ボタン、停止ボタン（Ｓｔｏｐ　ｂｕｔｔｏｎ）及び探索ボタンか
ら構成された群より選択された一つ以上のボタンを含むことができる。
【００４４】
　上記インターネットフォン装置は、バイオ分析装置の待機電源をオン／オフするための
電源スイッチをさらに含むことができる。上記インターネットフォン装置は、バイオチッ
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プのローディング／アンローディングを可能にするスロット（ｓｌｏｔ）またはトレイと
、上記バイオチップの反応信号を測定して反応結果を分析するバイオチップ分析装置と、
をさらに含むことができる。上記バイオチップとは、疾病分析、核酸混成分析、バイオ物
質分析、個別化医薬のための患者の体質分析、小便分析、血液分析、環境汚染分析、生化
学分析、または免疫学的分析を行う装置のことをいう。例えば、バイオチップは、ＤＮＡ
チップ、ラボオンチップ、蛋白質チップ、簡易検査キット（Ｒａｐｉｄ　ｔｅｓｔ　Ｋｉ
ｔ）またはテストストリップ（Ｔｅｓｔ　ｓｔｒｉｐ）を含むことができる。したがって
、上記インターネットフォン装置は、上記バイオディスクドライブ及びバイオチップ分析
装置を含むバイオ分析装置を含むことができる。上記テストストリップには、発色過程ま
たは電気化学的過程がなされる。上記インターネットフォン装置に内蔵されたバイオディ
スクドライブは、ＤＶＤ、ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷまたはＤＶＤ－Ｒのような一般光
学ディスクを再生または駆動することができる。上記インターネットフォン装置は、光学
ディスクの再生信号を出力したり記録する信号を入力するためのビデオ及びオーディオ向
け入／出力ポートをさらに含むことができる。
【００４５】
　上記インターネットフォン装置のバイオディスクドライブは、ユーザーコンピュータの
電源をオン（ｏｎ）状態にしなくても、ＤＶＤ、ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷまたはＤＶ
Ｄ－Ｒのような一般光学ディスクを駆動できるから、スタンドアロン（ｓｔａｎｄ　ａｌ
ｏｎｅ）タイプのＤＶＤプレーヤーとして動作することが可能である。上記インターネッ
トフォン装置は、イヤホン連結部をさらに含むことができる。上記インターネットフォン
装置は、遠隔医療診断に対して決済をしたり、電子医療保険カードを認証したりするため
のカードリーダーまたは医療クーポンカードリーダーをさらに含むことができる。該カー
ドリーダーのカード挿入口またはカードスリット（ｓｌｉｔ）は、インターネットフォン
装置の縁部に形成されてよい。
【００４６】
　本発明の一実施例によれば、インターネットフォン装置は、上記サンプル感知部、バイ
オディスク有効性検査部、バイオチップ有効性検査部、分析中断処理部、医療情報読取り
部、情報アクセス部、ホッピング医療診断サービス部を含む中央制御部を有する。上記イ
ンターネットフォン装置は、上記バイオ分析装置を駆動制御することができ、上記バイオ
分析装置から提供されたデータを分析プログラムによって数値に変換することによってイ
ンターネット網を介した遠隔医療診断を行うことができる。上記インターネットフォン装
置は、上記バイオ分析装置から獲得したバイオディスクのバーコード、バイオディスクの
製品ＩＤ、バイオディスクドライブの製品ＩＤ、動物ＲＦＩＤ、診療装置の製品ＩＤまた
は測定データを、遠隔医療分析サーバーに転送することができる。
【００４７】
　上記インターネットフォン装置は、表示装置をさらに含み、上記バイオ分析装置の測定
結果を数値、グラフ、または上－中－下の形式で表示したり、上記バイオ分析装置による
診断結果を表示したり、ユーザーのバイオ分析装置の使用状況を実時間で表示したり、課
金内訳を表示したり、医師から受信した医療データまたは処方せんを表示したりすること
ができる。上記インターネットフォン装置は、上記バイオ分析装置の動作を制御するため
の分析開始（Ｓｔａｒｔ）ボタン、分析停止（Ｓｔｏｐ）ボタン、電源オン／オフ（ｏｎ
／ｏｆｆ）ボタン、イジェクトまたはアンローディングボタン、遠隔転送ボタン、診断結
果確認ボタン、課金内訳確認ボタン、及び決済承認ボタンから構成された群より選択され
た一つ以上の機能選択ボタンを含むことができる。例えば、上記イジェクトボタンまたは
アンローディングボタンにより、バイオ分析装置にローディングされたバイオディスクま
たはバイオチップがアンローディングされてよい。当該分析が完了すると、ユーザーは、
上記遠隔転送ボタンをクリックして医師に測定データを転送する。上記インターネットフ
ォン装置は、遠隔医師または遠隔医療診断サーバーがインターネットフォン装置に定期検
診時間を転送した場合、この定期検診時間を表示するための表示手段をさらに含むことが
できる。
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【００４８】
　本発明の一実施例によれば、上記インターネットフォン装置は、有線または無線インタ
ーネットに連結され、医療サービスと関連した情報を送受信したり音声信号を送受信する
ためのインターネットフォンと、該インターネットフォンへのバイオチップのローディン
グ及びアンローディングを可能にするスロットまたはトレイと、バイオセンサーまたは探
知装置を制御して、当該ローディングされたバイオチップの反応結果を分析するバイオチ
ップ分析装置と、を含む。
【００４９】
　本発明の一実施例によれば、有線または無線インターネットに連結され、医療サービス
と関連した情報を送受信したり音声信号を送受信するためのインターネットフォンと、該
インターネットフォンへのバイオディスクまたは光学ディスクのローディングを可能にす
るトレイと、該トレイにローディングされたバイオディスクまたは光学ディスクを回転さ
せるためのモーターと、該モーターを制御するバイオディスクドライブと、を含む。
【００５０】
　本発明の一実施例によれば、上記インターネットフォン装置は、有線または無線インタ
ーネットに連結され、医療サービスと関連した情報を送受信したり音声信号を送受信する
ためのインターネットフォンと、該インターネットフォンと上記接続手段を通じて連結さ
れ、バイオディスクまたは光学ディスクのインターネットフォンへのローディングを可能
にするトレイと、上記トレイにローディングされたバイオディスクまたは光学ディスクを
回転させるためのモーターと、該モーターを制御するバイオディスクドライブと、を含む
。
【００５１】
　上記インターネットフォン装置は、上記接続手段を通じて上記インターネットフォンに
連結され、ＧＵＩ画面を提供するモニタをさらに含むことができる。
【００５２】
　本発明の一実施例によれば、上記インターネットフォン装置は、有線または無線インタ
ーネットに連結され、医療サービスと関連した情報を送受信したり音声信号を送受信する
ためのインターネットフォンと、上記接続手段を通じてインターネットフォンと連結され
、上記バイオ分析装置に対するＧＵＩ画面及び測定データを提供するモニタと、該モニタ
へのバイオディスクまたは光学ディスクのローディングを可能にするトレイと、該トレイ
にローディングされたバイオディスクまたは光学ディスクを回転させるためのモーターと
、該モーターを制御するバイオディスクドライブと、を含む。
【００５３】
　上記バイオチップ分析装置は、上記モニタに内蔵されてよい。
【００５４】
　本発明の一実施例によれば、上記インターネットフォン装置は、バイオディスクまたは
光学ディスクのローディングを可能にするトレイと、該トレイにローディングされたバイ
オディスクまたは光学ディスクを回転させるためのモーターと、モーターを制御するバイ
オディスクドライブを持つ固定部と、上記有線または無線インターネット網を通じて上記
固定部に連結され、医療サービスと関連した情報を送受信したり音声信号を送受信するイ
ンターネットフォンと、を含む。
【００５５】
　上記固定部は、有線または無線接続手段を通じて上記インターネットフォンに連結され
、上記バイオ分析装置に対するＧＵＩ画面を提供するモニタを含むことができる。
【００５６】
　上記固定部は、バイオチップ分析装置を内蔵することができる。
【００５７】
　上記インターネットフォン装置は、ＩＰＴＶ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）のセットトップボックスを有することができる。
【００５８】
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　高速ネットワークを通じて提供されるＩＰＴＶプログラムの動映像と停止画像を、上記
接続手段により前記モニタ上に表示することができる。
【００５９】
　ＩＰＴＶは、両方向通信を通じたＶＯＤ（Ｖｉｄｅｏ　Ｏｎ　Ｄｅｍａｎ）サービスを
提供するインターネットプロトコルベースのテレビで、ＩＰＴＶのセットトップボックス
に高速インターネットを連結することで、ユーザーがＧＵＩ画面上で所望のＴＶ番組を選
択できるようにする。
【００６０】
　このＩＰＴＶは病院サーバーと連結され、ＧＵＩ画面上に各種の遠隔医療診断サービス
を表示することができる。
【００６１】
　本発明の一実施例によれば、上記インターネットフォン装置は、有線または無線インタ
ーネットに連結され、医療サービスと関連した情報を送受信したり音声信号を送受信する
ためのインターネットフォンと、上記接続手段を通じてインターネットフォンと連結され
、上記バイオ分析装置に対するＧＵＩ及びＩＰＴＶサービスを提供するセットトップボッ
クスと、該インターネットフォンまたはセットトップボックスへのバイオディスクまたは
光学ディスクのローディングを可能にするトレイと、該トレイにローディングされたバイ
オディスクまたは光学ディスクを回転させるためのモーターと、該モーターを制御するバ
イオディスクドライブと、を含む。
【００６２】
　本発明によれば、上記インターネットフォン装置は、上記接続手段に連結され、ＧＵＩ
画面からメニューを選択するためのマウス、キーボード、携帯装置またはリモコンをさら
に含むことができる。
【００６３】
　本発明の一実施例によれば、上記バイオ分析装置あるいは診療装置により測定データを
得る段階；上記遠隔医療サービスを提供する遠隔医師または仮想医師に接続する段階；及
び、上記測定データを上記遠隔医師あるいは遠隔医療診断サーバーに転送する段階を含む
遠隔医療サービス方法が提供される。この遠隔医療サービス方法は、上記測定データを上
記遠隔医師が分析して診断結果を、メッセージ伝達手段を通じてユーザーに通報する段階
をさらに含むことができる。好ましくは、上記メッセージ伝達手段は、イーメール、携帯
電話の文字メッセージを含むことができる。上記遠隔医療サービス方法は、遠隔医師また
は遠隔医療診断サーバーを介して上記インターネットフォン装置に定期検診時期になった
ことを通報する段階をさらに含むことができる。上記遠隔医療サービス方法は、上記バイ
オディスクの製品ＩＤまたはバイオディスクドライバの製品ＩＤを読み取る段階をさらに
含むことができる。上記遠隔医療サービス方法は、上記製品ＩＤをウェブサイトサーバー
に転送して製品ＩＤを認証する段階をさらに含むことができる。
【００６４】
　上記遠隔医療サービス方法は、上記製品ＩＤに対応するプロトコル及び分析アルゴリズ
ムを含む駆動ソフトウェアをインターネット網を通じてダウンロードすることで、上記イ
ンターネットフォン装置をアップグレードする段階をさらに含むことができる。上記遠隔
医療サービス方法は、上記測定データを表示する段階をさらに含むことができる。上記遠
隔医療サービス方法は、遠隔医師にインターネットフォン装置に対する制御権を譲渡する
制御権譲渡段階をさらに含むことができる。
【００６５】
　上記遠隔医療サービス方法は、上記仮想医師により診療を行う段階をさらに含むことが
できる。上記遠隔医療サービス方法は、上記バイオ分析装置により測定された測定データ
を診療ソフトウェアを用いて自体分析し、ユーザーに診断結果を通報する段階と、上記測
定データと診断結果を保存したり、遠隔医療診断サーバーに転送する段階と、をさらに含
むことができる。
【００６６】
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　上記遠隔医療サービス方法は、ホッピング医療診断サービスの内訳またはスケジュール
を表示する段階をさらに含むことができる。本発明に係る遠隔医療サービス方法は、定期
検診時点に遠隔医師に測定データを転送し、上記測定データに対する診断及び評価を遠隔
医師に要請する定期検診と、上記定期検診時点以外の時間に上記測定データに対する診断
及び評価を仮想医師に要請する非定期検診と、を含むことができる。
【発明の効果】
【００６７】
　本発明の実施例に係る、バイオ分析装置の内蔵されたインターネットフォン装置及びこ
れを用いた遠隔医療サービス方法によれば、効率的な遠隔医療診断を実現することが可能
になる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の一実施例に係るバイオディスク、及びこれを駆動及び制御するためのバ
イオ分析装置を示す図である。
【図２】本発明の一実施例に係る、図１のＢＯＰＭとバルブ開閉部を備えたスライダーを
示す平面図である。
【図３】本発明の一実施例に係る、図１のバイオディスクを駆動及び制御するためのバイ
オディスクドライブを示す側面図である。
【図４】バイオディスクを駆動するためのバイオディスクドライブを備えたインターネッ
トフォン装置の様々な例を示す図である。
【図５】バイオディスクを駆動するためのバイオディスクドライブを備えたインターネッ
トフォン装置の様々な例を示す図である。
【図６】バイオディスクを駆動するためのバイオディスクドライブを備えたインターネッ
トフォン装置の様々な例を示す図である。
【図７】インターネットフォン装置に内蔵されたバイオ分析装置を制御するためのグラフ
ィックユーザーインターフェースを提供し、ＵＳＢケーブルを通じてインターネットフォ
ン装置の入／出力部に連結されたユーザーコンピュータを示す図である。
【図８】ＧＵＩを提供し、入／出力部を通じてモニタ及びマウスが連結されたインターネ
ットフォン装置を示す図である。
【図９】バイオ分析装置を内蔵した固定部と、据置台を有する携帯用装置とに分離された
インターネットフォン装置を示す図である。
【図１０】本発明の一実施例に係る、インターネットフォン装置のＧＵＩ画面を示す図で
ある。
【図１１】本発明の一実施例に係る、インターネットフォン装置のＧＵＩ画面を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００６９】
　以下、本発明の好適な実施例を、添付の図面を参照しつつ具体的に説明する。
【００７０】
　図１は、本発明の一実施例に係る、バイオディスク、及びこれを駆動及び制御するため
のバイオ分析装置を示す図である。図１を参照すると、バイオディスク１００は、一般の
ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤのようなディスク装置にラボオンチップを一体化させることによ
って得られる。
【００７１】
　具体的に、図１は、分析に必要な各種バッファー溶液を保存し、様々な化学工程を行う
チャンバー、これらのチャンバー間に流体を移動させるための流路及びこれらの流路を互
いに連結するホール（図示せず）を開閉するためのバルブ７０ａ～７０ｇと一体化したバ
イオディスク１００；及び、このバイオディスク１００を制御及び駆動するためのバイオ
ディスクドライブ１００ａを示す図である。図面符号１７０は、ディスク隙間を示し、図
面符号９１は、バイオディスクの製品ＩＤ、有効期間、分析及び診断可能な疾病の種類に
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関する情報が含まれるバーコードを示す。
【００７２】
　このバイオディスクは、検体から試料を用意するためのプレパレーションチャンバー（
ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｃｈａｍｂｅｒ）１３０；試料を増幅したり、プレパレーショ
ンチャンバーで得られた試料を一時保存したり、試料を希釈するための希釈緩衝溶液（ｄ
ｉｌｕｔｉｏｎ　ｂｕｆｆｅｒ）または試料中の標的物質と結合するラベル（ｌａｂｅｌ
）を保存するバッファーチャンバー１３１；試料と生物学的または生化学的反応を行い、
試料と特異的結合反応をする捕獲プローブ（ｃａｐｔｕｒｅ　ｐｒｏｂｅ）が固定されて
いる分析サイト１３２；分析に必要な酵素またはバッファー溶液を保存する試料チャンバ
ー１４０，１４１，１４２；洗浄工程後のくずを集めるトラッシュチャンバー（ｔｒａｓ
ｈ　ｃｈａｍｂｅｒ）１３３；及び、洗浄工程に必要な洗浄溶液を保存する洗浄チャンバ
ー１４３のうち一つ以上を含むことができる。
【００７３】
　図面符号１３０，１３１，１３２及び１３３は、工程チャンバーを示し、図面符号１４
０，１４１，１４２及び１４３は、試薬チャンバーを示す。この試薬チャンバーは、ポリ
メラーゼ及びプライマーをはじめとする各種酵素（ｅｎｚｙｍｅ）を含むバッファー溶液
を保存することができる。さらに、この試薬チャンバーは、混成化に必要な各種酵素及び
洗浄工程に必要な洗浄溶液を保存することができる。図面符号２１１は、バルブ７０ａ～
７０ｇを開閉するための移動可能なバルブ開閉部を備えたスライダーを示す。このスライ
ダーは、スライダーモーター１０９と連結され、該スライダーモーター１０９により駆動
制御されてよい。上記のそれぞれの工程（プレパレーション工程、増幅工程、混成化工程
及び洗浄工程）の開始時点と終了時点において、バルブの開閉は、スライダー２１１上に
設置されたバルブ開閉部５ａを該当のバルブのホール中心へと移動させることによって制
御される。
【００７４】
　図面符号１０３ａは、一般の光学ディスク（ＣＤまたはＤＶＤ）の再生のための光ピッ
クアップ装置を示し、図面符号１０３ｂは、分析サイト１３２の定量分析または定性分析
に用いられる探知装置またはバイオセンサーを示す。この探知装置またはバイオセンサー
は、光透過率測定装置、蛍光探知装置、夜光（ｎｏｃｔｉｌｕｃｅｎｃｅ）探知装置、イ
メージセンサー装置、バイオフィット探知装置、分光計（ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ）ま
たはＳＰＲ（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｌａｓｍｏｎ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ）を含むことができ
る。光ピックアップ装置１０３ａと探知装置またはバイオセンサー１０３ｂは、バイオ光
ピックアップモジュール（ＢＯＰＭ）１０３を構成する。ＢＯＰＭ１０３は、スライダー
に搭載されてバルブに対する空間アドレシング（ｓｐａｃｅ　ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ）を
可能にし、ＢＯＰＭ　１０３の移動は、スライドモーター１０９によって制御される。レ
ーザービーム送受信装置及びバルブ開閉部５ａは、ＢＯＰＭ　１０３上に搭載され、ＢＯ
ＰＭ １０３の座標がスライドモーター１０９によって制御されることで、バルブの開閉
が選択的、個別的及び独立的に制御される。好ましくは、光ピックアップ装置１０３ａが
レーザービーム送受信装置を兼ねることもできる。
【００７５】
　本発明によれば、好ましくは、バルブ開閉部５ａは永久磁石を含む。永久磁石５ａは、
スライダーの制御の下に、放射方向に移動したり、２次元座標（放射方向及び方位角（ａ
ｚｉｍｕｔｈａｌ））または３次元座標（放射方向、方位角方向及び上下（ｕｐａｎｄ　
ｄｏｗｎ）方向）に基づいて移動する。放射方向移動は、スライドモーター１０９の制御
によってなされることが好ましい。方位角方向移動は、スライダーを停止させたまま、ス
テップモーターまたはスピンドルモーターを用いて短い時間周期内にディスクを回転させ
ることによってなされることが好ましい。ステップモーターは、ディスクの方位角方向移
動を実現するためにスピンドルモーター（ｓｐｉｎｄｌｅ　ｍｏｔｏｒ）軸にギアを介し
て結合することが好ましい。スライダーまたは永久磁石５ａの上下移動は、モーターと連
結されたギア結合部によって制御されることが好ましい。
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【００７６】
　図面符号１５０は、スライダー２１１に搭載されたＢＯＰＭ １０３に必要な各種の制
御信号を提供するためのフレキシブルケーブル（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｃａｂｌｅ）を示す
。このフレキシブルケーブルは中央制御部１０１と連結される。図面符号１８１は、バイ
オディスク１００がローディングされるターンテーブルを示し、バイオディスク１００の
中心ホール１７０とターンテーブルの中心とをマッチングしながら、フロント（ｆｒｏｎ
ｔ）ローディング手法またはトップ（ｔｏｐ）ローディング手法によりバイオディスク１
００がローディングされる。図面符号１０２は、バイオディスクを回転させるためのスピ
ンドルモーターである。図面符号１８８は、内蔵型メモリー付きＲＦＩＣまたは電子タグ
装置を示す。このＲＦＩＣまたは電子タグ装置は、ラボオンチップ工程のためのプロトコ
ル、分析アルゴリズム、読取りのための標準制御値、分析サイトに関する位置情報、生物
情報学（ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ）情報、自己診断（ｓｅｌｆ　ｄｉａｇｎｏｓｉ
ｓ）、及びバイオディスクの分析サイトに対する分析結果に関連した情報の一つ以上を含
む。
【００７７】
　また、ＲＦＩＣまたは電子タグ装置には、個人ＩＤ情報及びバイオディスクの製品ＩＤ
を保存できるから、第三者の接続を防止する。好ましくは、ＲＦＩＣ　１８８は、スマー
トＩＣカードを含む。ＲＦＩＣ　１８８情報は、有線または無線手法を通じて中央制御部
１０１に提供されて、個人暗号化及びバイオディスク認証のために用いられる。図面符号
１１０は、ＲＦＩＣ　１８８に電源を供給するための無線電波発生部あるいは永久磁石で
ある。この無線電波発生部による電波は、フレミングの法則によって無線ＲＦＩＣ　１８
８内に収容された誘導コイルを活性化させることで、多量の電気が無線ＲＦＩＣ　１８８
に供給されるようにする。メモリー部１１３及び入／出力部１１１がバイオディスクドラ
イブに設置される。メモリー部１１３は、測定データと、バイオ分析装置のバージョン、
製造日及び製品ＩＤを含む製品情報とを保存する。入／出力部１１１は、有線接続手段ま
たは無線接続手段の機能を担う。図面符号１１２は、インターネット連結端子１１７を通
じてインターネットに接続して、医療サービス情報または音声信号を送受信するインター
ネットフォンであり、表示装置１１６を有する。
【００７８】
　図面符号１１９は、バイオチップ分析装置である。図面符号１２１は、バーコードリー
ダー、カードリーダーまたはＲＦＩＤリーダーである。図面符号１２３は、ボタン部を表
す。このボタン部は、バイオ分析装置の動作を制御する分析開始ボタン、分析停止ボタン
、電源オン／オフボタン、イジェクトまたはアンローディングボタン、遠隔転送ボタン、
診断結果確認ボタン、課金内訳確認ボタン及び決済承認ボタンから構成された群より選択
された一つ以上の機能選択ボタンを含む。中央制御部１０１にはソフトウェアが常駐し、
サンプル感知部、バイオディスク有効性検査部、バイオチップ有効性検査部、分析中断処
理部、医療情報読取り部、情報アクセス部、ホッピング医療診断サービス部を駆動する。
図面符号１０９ａ，１０９ｂは、スライドモーター１０９の軸に連結されたウォームギア
連結部分である。
【００７９】
　図２は、本発明の一実施例に係る、図１のＢＯＰＭ１０３及びバルブ開閉部５ａを備え
るスライダーの平面図である。このスライダーの移動は、スライドモーター１０９の軸に
結合したウォームギア連結部分１０９ａ，１０９ｂにより制御される。スライダーは、ス
ライドアーム１０８ａ，１０８ｂによってガイドされながらスライド移動する。スライド
アーム１０８ａ，１０８ｂは、ねじ１１０ａ～１１０ｄにてバイオ分析装置１００ａのボ
ディーに締め付けられる。図面符号１８１は、スピンドルモーター１０２によって回転す
るターンテーブルを表す。
【００８０】
　図３は、本発明の一実施例に係る、図１のバイオディスク１００を駆動及び制御するた
めのバイオディスクドライブ１００ａを示す側面図である。
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【００８１】
　図面符号３００は、バイオディスクドライブ１００ａを支持するボディーである。バイ
オディスクドライブの底面においては、回路基板３９０がバイオディスクドライブのボデ
ィー３００に締め付けられており、回路基板３９０上に、バイオディスクドライブ１００
ａを制御するための中央制御部１０１と、測定データ、及びバイオ分析装置のバージョン
、製造日及び製品ＩＤを含む製品情報を保存するためのメモリー部１１３と、有線接続手
段または無線接続手段として機能する入／出力部１１１と、が提供されている。中央制御
部１０１は、スピンドルモーター１０２を制御してバイオディスク１００を回転または停
止させる他、スライドモーター１０９の制御によって、スライダー２１１上に搭載された
バイオＢＯＰＭ　１０３の移動を制御する。また、中央制御部１０１は、バルブ開閉部５
ａの位置を移動させてバイオディスク１００のバルブ開閉を制御する。
【００８２】
　本発明によれば、磁力の相互作用（斥力または引力）によってバルブが開放されるよう
に、バルブ開閉部５ａがバルブのホールの中心の近くに移動することが好ましい。また、
中央制御部１０１は、現在バイオディスクドライブ１００ａにローディングされているデ
ィスクが一般の光ディスク（例：音楽ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ゲームＣＤ、ＤＶＤなど）か、バ
イオディスク１００かを判断する。ディスクが一般の光ディスクである場合は、中央制御
部１０１は、一般のディスクから読み取った内容を光ピックアップ装置１０３ａを通じて
メモリー部１１３または入／出力部１１１に転送する。また、中央制御部１０１は、書き
込む情報を光ピックアップ装置１０３ａに転送し、様々な読取り／書込み（Ｒｅａｄ／Ｗ
ｒｉｔｅ）制御信号を上記の各要素に転送する。ディスクがバイオディスク１００である
場合は、中央制御部１０１は、各種の制御命令信号を上記の各要素に転送してラボオンチ
ップ工程を制御する。
【００８３】
　本発明によれば、バイオディスクのローディング時点で、バイオディスクドライブ１０
０ａにローディングされたディスクがバイオディスクであることを中央制御部１０１が認
知できるように、ＲＦＩＣ１８８を通じて該中央制御部にバイオディスクのＩＤが無線送
信されると好ましい。
【００８４】
　本発明によれば、好ましくは、ＢＯＰＭ上の分析サイト読取り装置１０３ｂにより得ら
れた分析サイト１３２に対する読取り結果を、スライダー２１１に連結されたフレキシブ
ルケーブル１５０を通じて、中央制御部１０１、メモリー装置１１３または入／出力部１
１１に転送する。図面符号１０４は、ディスク隙間にローディングされたバイオディスク
１００に対する圧着部である。この圧着部は、ターンテーブル１８１との磁気吸引力によ
りディスクを圧着し、垂直移動及び空回転移可能なように設計される。
【００８５】
　図４乃至図６は、バイオディスクを駆動するためのバイオディスクドライブを備えたイ
ンターネットフォン装置の様々な例を示す図である。図４Ｂ、図５Ｂ及び図６Ｂは、バイ
オディスク１００のローディングのためにイジェクトされたトレイ９９を示す。図４乃至
図６は、有線または無線インターネットに連結されて、医療サービスと関連した情報を送
受信したり音声信号を送受信するインターネットフォン１００ｂと、バイオディスク１０
０または光学ディスクのローディングを可能にするトレイ９９と、を含むインターネット
フォン装置を示す。図面符号９８ａは、遠隔医療診断に対する決済または電子医療保険カ
ードの認証に使用されるカードリーダーまたは医療クーポンカードリーダーのカード挿入
口またはカード挿入スリットである。図面符号９８ｂは、バイオチップのローディング／
アンローディングを可能にするスロットまたはトレイである。
【００８６】
　図面符号１２３は、ボタン部である。このボタン部は、バイオ分析装置の動作を制御す
る分析開始ボタン、分析停止ボタン、電源オン／オフボタン、イジェクトまたはアンロー
ディングボタン、遠隔転送ボタン、診断結果確認ボタン、課金内訳確認ボタン及び決済承
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認ボタンから構成された群より選択された一つ以上の機能選択ボタンを含むことができる
。図面符号１１６は表示装置であり、インターネットフォン１００ｂの表示装置として機
能することができる。また、インターネットフォン１００ｂをインターネットフォン装置
に載せて置くことで、インターネットフォン１００ｂのバッテリーが充電される。
【００８７】
　図７は、インターネットフォン装置に内蔵されたバイオ分析装置を制御するためのグラ
フィックユーザーインターフェース（ＧＵＩ、Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ）を提供し、ＵＳＢケーブル６５を通じてインターネットフォン装置の入／出力部
１１１と連結されるユーザーコンピュータ１００ｅを示す図である。ユーザーコンピュー
タ１００ｅは、ＵＳＢケーブル６５を通じて制御命令をインターネットフォン装置に送出
し、該バイオ分析装置を駆動及び制御する。
【００８８】
　ＧＵＩ画面は、モニタ１００ｃ上に表示され、バイオ分析装置の動作は、ユーザーがマ
ウス１００ｄを用いて画面上のメニューを選択することによってなされる。
【００８９】
　図８は、ＧＵＩを提供し、入／出力部１１１を通じてモニタ１００ｃ及びマウス１００
ｄが連結されるインターネットフォン装置を示す図である。
【００９０】
　このインターネットフォン装置から提供されるＧＵＩ画面は、モニタ１００ｃ上に表示
され、バイオ分析装置の動作は、ユーザーがマウス１００ｄを用いて画面上のメニューを
選択することによってなされる。
【００９１】
　図９は、バイオ分析装置を内蔵した固定部３００ａと、据置台を持つ携帯用装置３００
ｂと、に分離されたインターネットフォン装置を示す図である。固定部３００ａのアンテ
ナ９７は、携帯端末間の無線通信部の役割を果たすこともできる。このアンテナ９７は、
インターネットケーブルを通じて受信したデータを加工して携帯用装置３００ｂに転送し
たり、携帯用装置３００ｂからのデータを取り出して（ｒｅｍｏｖｉｎｇ）してインター
ネットケーブルに転送する。固定部３００ａは、カード挿入口またはカードスリット９８
ａ、バイオチップのローディング／アンローディングを可能にするスロット９８ｂ、ボタ
ン部１２３、及び表示装置１１６を備える。
【００９２】
　固定部３００ａは、有線接続手段または無線接続手段に連結されて、バイオ分析装置に
対するＧＵＩ画面を提供するモニタをさらに含むことができる。
【００９３】
　図９Ｂは、バイオディスク１００をローディングするためにイジェクトされたトレイ９
９を示す図である。
【００９４】
　図１０及び図１１は、本発明の一実施例に係る、インターネットフォン装置のＧＵＩ画
面７００を示す図である。ＧＵＩ画面７００は、ＧＵＩ画面７００へのユーザーの接近を
便利にさせるために様々なボタンと窓（ｗｉｎｄｏｗ）を含む。医師選択窓６００ａ，６
００ｂがＧＵＩ画面７００の上部に配置され、ユーザーが医師または仮想医師を選択でき
るようにする。図面符号３０１は、機能選択ボタンを持つボタンパネルであり、図面符号
３０３は、バイオ分析装置の進行率を表示するための進行率表示窓である。図面符号３０
２ａは、使用するバイオ分析装置を選択するためのボタンを有するパネル（ｐａｎｎｅｌ
）であり、図面符号３０２ｂは、使用する診療装置を選択するためのボタンを有するパネ
ルである。図面符号３０４は、文字で話し合うためのチャット窓である。図面符号７０１
は、バイオ分析装置及び診療装置の測定データを数値、グラフまたは上－中－下階段の形
式で表示したり、バイオ分析装置及び診療装置の診断結果を表示したり、問診表及びＱ＆
Ａを表示したり、課金内訳を表示したり、医師から受信した医療データまたは薬処方せん
（ｍｅｄｉｃａｌ　ｐｒｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）を表示したり、相手側と通信時にテンキ
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ザーのための情報を表示するための医療サービス窓である。
【００９５】
　また、ＧＵＩ画面７００は、測定データ、問診表、Ｑ＆Ａ、診断履歴に関する情報また
は医療データを遠隔医療分析サーバーまたは遠隔医師に送信するための遠隔転送ボタン４
０３と、遠隔医師または遠隔医療分析サーバーから診断結果、薬処方せん、問診表、Ｑ＆
Ａ、医療データまたは課金内訳を受信するための遠隔受信ボタン４０１と、課金内訳を確
認するための課金内訳確認ボタン４０２と、電子硬化、カードまたは携帯電話番号を用い
て遠隔診断サービスに対する決済を承認するための決済承認ボタン４０５と、問診表を編
集または表示するための問診表ボタン４００と、Ｑ＆Ａを作成または表示するためのＱ＆
Ａボタン４０４と、インターネットフォン装置の遠隔制御権を、ユーザーにより選択され
た遠隔医師に譲渡するための制御権譲渡ボタン５０２と、を含む。
【００９６】
　遠隔制御権を遠隔医師に譲渡した場合、この遠隔医師は、ユーザーのインターネットフ
ォン装置のバイオ分析装置を実時間で制御することができる。したがって、ユーザーがバ
イオ分析装置の使用に慣れていない場合であっても、遠隔医師はユーザーに医療サービス
を容易に提供することができる。遠隔制御権が遠隔医師に譲渡された場合にも、決済承認
権はユーザーが持つことができる。
【００９７】
　図１０は、医療サービス窓７０１を示す図で、以前に得られた測定データが、カットオ
フレベル（ｃｕｔｏｆｆ　ｌｅｖｅｌ）を有するグラフにより医療サービス窓７０１に表
示される。以前に得られた累積された測定データは、疾病の推移及び追跡を可能にし、結
果として疾病の早期発見と誤診率減少に大きく寄与する。
【００９８】
　図１１は、バイオチップ分析装置により測定されて、医療サービス窓７０１に表示され
た測定データを示す図である。
【００９９】
　以上、具体例を参照して実施例を説明したが、本開示の原則の精神及び思想を逸脱しな
い範囲内で様々な変形及び実施が可能であるということは、当該技術の分野における通常
の知識を有する当業者には明らかである。より具体的には、本開示、図面及び添付の請求
項の思想内で、構成要素及び／または組合配列体の配列の様々な変形及び変更が可能であ
る。これらの構成要素及び／または配列の変形及び変更に加えて、様々な代替利用が、当
業者には明らかであろう。
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